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再々申入れ兼再々お問い合わせ 

 

当団体の「再申入れ」に対し、貴社より平成２８年４月１４日付で回答をい

ただきました。 

上記回答に基づき検討いたしましたところ、消費者利益の保護の観点から見

て、なお問題点があります。 

そこで当団体は、貴社に対して、下記のとおり再度申入れをさせていただき

ます。 

また、いくつかの点で重ねてお尋ねしたい点がございますので、質問に対し

ご回答ください。 

貴社におかれましては、お忙しいところ、恐縮ですが、２０１６年６月２０日

までに、文書でご回答いただきますようお願い申し上げます。 

なお、既に貴社にご連絡いたしておりますとおり、本「再々申入れ兼再々お問

い合わせ」は、公開の方式で行わせていただきます。 

したがって、本「再々申入れ兼再々お問い合わせ」の内容、及びそれに対す

る貴社のご回答の有無とその内容等、本「再々申入れ兼再々お問い合わせ」以

降のすべての経緯・内容を当団体ホームページ等で公表いたしますので、その

旨ご承知おきください。 

 

 

 



記 

 

【申入れ】 

 

第１ 申入れの趣旨 

   当団体は、従前、貴社会員規約第２２条(4)、２３条第２項、及び利用規

約第１５条(4)に関し、例えば、「ただし、当社に故意又は過失がある場合を

除く」といった記載が必要との指摘を行いました。それに対して貴社は「（但

し、当社に故意・重過失がある場合を除く。）」との但し書きを付加されまし

た。 

貴社の約款における「重過失」はすべて削除し、「過失」としていただく

か、該当条項そのものを削除するよう申し入れます。 

  

第２ 申入れの理由 

貴社が責任を負う場合が、故意と重過失の場合に限られるのであれば、上 

記各条項は、消費者契約法第８条１項１条（「事業者の債務不履行により消 

費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項」を無効とする） 

に該当すると判断されるため。 

 

 

【お問い合わせ】 

 

１ 貴社におかれましては、今後の当団体との議論によって、「重過失」を「過

失」としていただくか、該当条項を削除する意向はおありでしょうか。改

廃の意向の有無について、ご回答ください。 

 

２ １において、改訂の意向がない（「重過失」との文言を維持する）とご回答

される場合には、「重過失」との文言でも問題がないとする貴社の見解の法

的根拠について、本書面の申入れの第２、「申入れの理由」を踏まえて、ご

説明ください。 

 

 

                                以 上 

 


